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―― 福屋氏成立～滅亡に至る動向を中心に一―

はじめに

今回,邑智郡瑞穂町市木地区で調査を行った中世城郭群成立の歴史的背景について,鎌倉時代～

戦国時代にかlyjて この地域を支配した在地領主福屋氏を中心に, この地域をとりまく歴史的・地理

的環境から述べてみたい。

この本題に入るにあたり,あ らかじめ我々が認識しておかなければならないことがいくつかある。

まず第 1に,中世石見地域における在地の社会構造の実態が,いまだ不明瞭であること。とりわけ,

階級関係や身分関係の実像が判然としないこと。第 2に, これと相即することであるが,石見地域

における中世領主の権力基盤や権力編成の構造についても,その研究蓄積はいまだ少なく,発展途

上にあるといってよいこと等である。これらが,多分にえ料的制約によるものであることは論を待

たないが,そ うした困難を伴いながらも,文献史料上に比較的現れやすい領主間の華々しい合戦や

興亡の歴史に解消されない政治史像が,先の 2つの問題へのアプローチをめざして叙述される必要

があろう。(以下:地名等については第 1図・第 2図を参照されたい。)

2.市木地区の地理的・歴史的環境

市木地区は,邑智郡瑞穂町から那賓郡旭町にまたがり,東西に延びる小盆地と谷間からなる地域

である。

ここは地理的には,石見・安芸境に位置し,近世には石州浜田方面から安芸大朝へ通 じる街道が

縦断していた。特に,現在の瑞穂町市木には,浜田藩の本陣跡もあり,市木地区が国境の市木三坂

の峠を挟んで石見中西部から安芸北部へ抜ける重要な交通路に位置していたことがわかる。このよ

うな状況は,中世においても同様であったと思われ,中国横断道のルー トとなっている山々に位置

する城郭群は,街道筋と並行 し, これを見下ろすように立地 している。

市木が史料上最初に現われるのは,治承寿永内乱末期の元暦元 (1184)年 11月 25日 付の源範頼下
(1)

文の中においてである。藤原 (御神本)兼栄・兼高父子に対 して「市木別符」他石見国内所々の知

行を認めるという内容の文書であるが,その後の範頼の没落の中で, この下文自体が効力を持ち得

たか疑わしい。 しかし,「別符」とあることから,国衛主導の開発が11世紀後半～12世紀にかけて
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行われたことが推測され,従 って,範頼の下文が出る以前より,石見国衝の有力な在庁官人であっ

た御神本氏が,国衝領であった市木別符に既に何らかの支配の足がかりを持っていたことを推測す

ることは可能である。次いで貞応 2(1223)年の石見国田数注文の中には,「公領」 (=国衝領)「摩

くや知行」として市木の地名が見える?こ の田数注文中の「かくや知行」の文字は加筆されたもの

であり, この加筆がいつの時点のものであるか注意を要するが,福屋氏が御神本氏から分出した鎌

倉前期～中期 (12世紀半ば)こ ろには,福屋氏による国衛領市木の支配が行われていたのではない

かと考えられる。

南北朝内乱期に至 り,観応元 (1350)年 7月 27日 付「吉川実経軍忠状」には,「市木御坂」 (=市

木三坂)において,石州南朝軍と,北朝方の吉川軍が戦闘を交えた記事が見える?こ の時期,福屋

氏をはじめとした南朝勢力と,芸北の吉川氏が属する北朝勢力が市木三坂を境に対峙 したものと考

えられる。南北朝内乱が終わりに近づき,南朝勢力が後退すると,吉川氏は市木に進出し,福屋・

周布氏らと共にこの地域を分害」支配 したものと推測されている。この後,室町・戦国期にかけて ,

市木地区の領有関係がどのように変遷 していったかは不明であるが, この地域は主として福屋氏の

領有下にあったものと考えられ,永禄 5(1562)年 に福屋氏が滅亡 して後は,安芸の吉川氏が「市

木三百貫」を領有 している。

3.福 屋氏 の成立か ら減亡 まで

(1)福屋本領の形成

福屋氏は,鎌倉前期,石見国の有力在庁官人であり,御家人でもあった御神本兼高の庶子兼広を

初代として成立 したといわれる。その本拠地福屋郷の所在をめぐっては,「福」の字を持つ地名を

手がかりに,本明山 (乙明域)周辺の福田・有福 (江津市),福原 。今福 (金城町)付近に比定す

る見解,或いは,古文書・城跡や戦記物・地理的環境などから,今市 (那賀郡旭町)にある家古屋

城跡を中心とする地域に比定する見解,更には, この両地を移動したとする見解,ま た,旭町内に

福屋の字名があるとする説などが示されている?しかし, ここでは福屋氏が鎌倉時代～南北朝内乱

期にかけて, これら那賀郡中部を中心とした地域を本領に在地領主として成長しつつあったことを

おさえておきたい。

貞応 2(1223)年の石見国田数注文では,「かくゃ知行」として,那賀郡の公領「木田J。「 くさ」

(久佐)。「あと」(阿刀)。「 しけとみ」 (重富),邑智郡の公領「いちき」(市木)が見える。先述の

ように,「ふくや知行」が加筆と思われることが問題であるが,鎌倉時代を通じて福屋氏の本領は,

これら那賀郡中部から一部邑智郡の西部にかかる国衝領の荘官職を事実上私領化しつつ形成された

ものであろう。

括
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第 1図 鎌倉南北朝期福屋氏関係地名
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14世紀,南北朝内乱期に至ると,石見国全域が度々戦場となる。その詳細な内容は,戦前来の郡

誌・町村誌に詳 しいのでそちらに譲るが, ここでは南北朝内乱期における福屋領とその中核部分を

考える手がかりとして福屋氏関係の戦闘経過を大まかに見てみる。

福屋氏は, この内乱を通 じてはぼ一貫 して南朝側に属 して痛り,北朝側の吉川・益田らと度々戦

闘を交えている。建武 5(1338)年には安芸大朝をはじめ芸北を転戦。暦応 4～ 5(1341～ 2)年に

は益田氏をはじめとした北朝軍と「三渡川」 (美又川)で戦い敗北,「福屋城」も落城 している?観

応元 (1350)隼 6月 ,安芸大朝の吉川実経と,石見南朝軍が「市木御坂J(市木三坂)で戦い,貞

治 5(1366)年 7月 ,福屋氏は,益田兼見ら北朝軍によって乙明で敗北 し,有福城が落城,久佐金

木城でも敗北 し,「福屋大石城」 (大石谷城)も 落城 している。

こうした動きを見ると,福屋氏にとって,市木三坂へ抜ける街道は芸北へ通 じる重要なルー トで

あったことが伺われ,ま た,現在の本明山周辺から旭町今市付近が,福屋氏本領の特に中核部分を

占める要地であったことがわかる。

(2)南北朝内乱～応仁の乱までの福屋氏

南北朝内乱以降,応仁の乱に至る時期の福屋氏関係史料は少ないが,益田。三隅・周布 。小笠原 。

高橋氏等と共に石見国の有力な国人領主として存在 したものと思われる。

(3)応仁の乱以降の芸石国人領主連合

15世紀後半,応仁の乱以降になると,幕府 (細川)勢力と防長の大内勢力との狭間となった石見 。

安芸・備後北部の国人領主層は,相互に国人領主連合を形成 し,国人領主間の所領・被官人の帰属

をめぐる紛争や,各国人の一族内紛争を調定 したり,幕府・守護などの上位権力に対 して協調 して

対応するなど,横の連帯を組むようになる。これは,芸石備三ヶ国にまたがって所領を持っていた

高橋氏が中核になり,後に益田。毛利両氏をを中核に加えて形成されていったものであるといわれ

ている。この中で福屋氏も,益田・三隅・吉川氏らと度々和談を行い,ま た, これら諸氏間紛争の

調停 。扶助の労をとっている。

(4)戦国期石見における福屋氏の動きと減亡

しかし, こうした連帯と秩序も大永年間以降 (1528年～)の出雲における尼子氏の撞頭,高橋氏

の滅亡 (1529年頃),高橋旧領への毛利勢力の進出,大内氏と尼子氏との対抗関係,石見を舞台と

した両勢力抗争の下で,享禄～天文 (1520年代末～30年代)にかけて崩壊していったものと思われ

る。ここで tよ,天文から弘治,そ して永禄 5年の福屋氏滅亡 (1532～1562年)ま での福屋氏の動向,

とりわけ大内,陶氏の衰退滅亡から,毛利・尼子勢力が対抗 し石見の動乱が激 しくなった天文末年

～永禄年間にかけての福屋氏末期の状況を追いながら,可能な限り福屋氏の権力構造の実態につい

て触れてみたい。
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天文年間の福屋氏関係吏料の主要なものは,所領給与関係史料である。この時期福屋氏は,那賀

郡黒川 (現在の浜田市)に本拠を持つ岡本氏へ頻繁に所領給与を行っている。岡本氏の本拠地は ,

福屋 。周布・三隅領の境界にあり,従 って,福屋氏は本領西部の安全を期するのに腐心 したものと

考えられる。この所領給与にあたり,福屋正兼・隆兼ら福屋当主の判物が発給されるが,それに附

随して出される所領給与目録の署半J者や,福屋氏の当主の意思を受けて出された書下などの署判者

には,重富氏,稲光氏,井頭氏,大屋氏,千代延氏,野坂氏,上村氏などが見られ,彼 らが福屋氏

権力の中核をなした奉行人であったことが推測される。

この天文年間,特に同23(1554)年 に至る時期には,福屋氏は尼子氏の配下として行動すること

が多かったが, このころを境に福屋氏は尼子氏を離れ,毛利氏との関係を修復強化する。同24年 2

月には毛利氏を仲介として,井村半分を周布千寿丸へ引き渡して周布領との境界を調整した。また ,

同23～4年 にかけて,三隅・益田との紛争解決のために,安芸吉川氏の加勢を得ると共に,そ の見

返りとして吉川氏が数代にわたり領有を主張 してきた永安のうち上分 (年貢の一部)150貫 の地を

引き渡すことを約 し,木束・井村 (残 り半分)の領有の同意をとりつけた。

このように,福屋氏は天文末年に至って毛利・吉川両氏と結がことによって,石西方面の領域画

定に成功するのである。

一方, このころから福屋氏は,尼子方に属する邑智郡の小笠原氏と衝突するようになり,天文22

年末には日和村で合戦に及んでいる!福屋氏の石見東部江の川沿岸地域への進出は,天文13(1544)

年頃河上氏が断絶 して以降,江の川下流方面河上松山城への進出という形で行われたものと思われ

る。この傾向は,福屋氏が尼子氏から離反して以降は,対小笠原を意識 した東進となってあらわれ ,

弘治 2(1556)年 9月 には,かつて小笠原氏に属 していた土豪湯浅氏に対 し都治の知行を安猪 し

'
同 3年 3月 には安芸吉川氏と共に,井原において対小笠原の相城を普請,同年 4月 には旗山で福屋・

吉川連合軍と小笠原軍が衝突するに至っている!こ うした動きに対 して,永禄元 (1558)年 7月 尼

子晴久は小笠原救援のため「福屋端城」「河登」 (河上松山城)を攻撃 しており,同城が,福屋氏の

石見東部進出の拠点であり,福屋本領東部の防衛拠点になっていたことがわかる。

しかし,永禄初年 (1558～ 9)こ ろ,小笠原氏が毛利氏に降って以降福屋氏の東進に困難が生 じ

てきたものと思われる。毛利氏が,小笠原氏の江の川南岸 。大森銀山方面所領とひきかえに福屋氏

の井田 。波積領を小笠原長雄に給与 し, これが福屋氏の毛利氏離反につながったと後代の記録に記

される事件がおこる。この事件は,同時代の古文書には見られないが,大森銀山方面への通路を確

録しようとする毛利氏の動きが,結果的に福屋氏の江の川をこえた東進を阻むことになったことを

物語っている。このような状況変化が,必然的に福屋氏の毛利氏離反を招いたのではあるまいか。

永禄 4(1561)年 7月 ころには毛利隆元の許に福屋氏離反の風聞が届き,隆元自身その真偽を質

括
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(23)

すべく動きはじめている。同年11月 には既に福屋氏は軍事行動を起しており,福光城で毛利方が籠

城している。同時に,毛利氏は福屋氏配下の諸土豪の勧誘切り崩しにかかっている。永禄 4年 12月

には吉川元春より井下一族,河辺氏,内田氏,寺本氏,米原氏等 (市山衆)へ所領給与の約状が出

され,同月毛利隆元から丼上氏へ,元就・吉川元春らから市山衆へ所領給与・愁訴の解決を約する

旨の勧誘がなされている。これは,福屋権力が, これら石見海岸部から山間部の小盆地に散在する

大小土豪層を寄せ集めて構成されていたことを物語るものであるう。結局, これら土豪層も,永禄

4年 12月 には毛利方へ属し,福屋氏が永禄 5(1562)年 2月 に滅亡するまでの間,毛利氏に対して

強力な抗戦が試みられたのは,永禄 4年 12月 の「中村要害」 (余勢城)の戦闘とP同 5年 2月 の河

上松山城の戦闘が主たるものであった。「中村要害」落城の後,福屋軍は,矢上城を持ちこたえる

こともできず敗走 している。実際,永禄 5年正月 7日 付毛利隆元書状にも,主要な攻撃対象は「け

こや」(家古屋)と「河上」(松山城)と記されている。そして,最後まで福屋方として残ったのは,

河上松山城の上 (神 )村下野守,福屋二郎 (隆兼次子),最後に投降して大朝へ連行された福屋兵

部大輔・千代延藤左衛門・稲光内蔵大夫などであり,いずれも福屋氏一族もしくは,奉行人クラス

と思われる者たちであった。毛利氏の謀略で福屋隆兼に滅ぼされたとされる重富氏を含めて, これ

ら一族・奉行人層が福屋権力の中核をなしたものであったと考えられ,その外縁部に,福屋氏に従

属する土豪層がルーズな形で結集していたものであろう。

4.結 び にかえて

以上,史料の内容や量が時代により異なるため,ア ンバランスな記述となったが,福屋氏の成立・

発展・滅亡に至る政治過程とその領域や,戦国期に消ける権力構造の大まかな特徴について概観し

た。こうした状況の中で,市木地区が,福屋領の境界に位置し,芸北の吉川領へ通じる主要な交通

路に位置することによって,政治的社会的に緊張状態に置かれていたであろうことは推測に難くな

い。南北朝期の市木三坂の戦闘や,同時代史料は欠くが,後の戦記物に見られる永禄 5年 2月 ,福

屋氏最末期に,吉川氏の本拠大朝新庄を福屋軍が奇襲して敗れ,市木まで退いたとされる記事など,

信馬性に差はあるものの, この地域に関する事件記事も見られる。こうした緊張状態が,街道筋に

沿った境界の城を必然的に成り立たせたものと考えられる。従って,福屋氏滅亡後,市木地区が吉

川領となって後は,街道筋に沿って立地する中世城郭群も,市木支配の中核となるものを除いては,

大半がその使命を終えたのではないかと推浪」される。

註 (1)『益国家文書』 (『平安遺文』4218)

(2)『益国家文書』 (『鎌倉遺文』3080)

(3)『吉川家文書』
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